
令
和
８
年
第
１
回
臨
時
会

議

案

の

概

要

【第
１
号
】令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

補正額

●●●●千円

（内訳）

●●費

●●●●千円

●●費

●●●●千円

【主
な
事
業
内
容
】

令
和
８
年
１
月

15
日
お
よ
び

16
日
に
開
催
し
た
令
和
７
年
第
１
回
臨
時
会
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

食
料
品
等
価
格
高
騰
支
援
給
付
金
や
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
な
ど

食
料
品
等
価
格
高
騰
支
援
給
付

食
料
品
等
の
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

〇
給
付
金
受
給
対
象
者

令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
船
橋
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
者
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主

〇
給
付
額

・
全
市
民
へ
の
給
付

１
人
当
た
り
４
千
円

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
加
算
給
付

１
世
帯
当
た
り
１
万
円

・
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の
加
算
給
付

１
世
帯
当
た
り
１
万
円

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

物
価
高
の
影
響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
応
援
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

〇
支
給
金
額

児
童
１
人
当
た
り
２
万
円

〇
支
給
対
象
者
（
児
童
手
当
受
給
者
等
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。
）

・
令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
受
給
者

・
令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
令
和
８
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
新
生
児
の

●
●
●
父
母
等

・
令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
受
給
者
の
配
偶
者
で
、
令
和
７
年
10
月
１
日
以
降

●
●
●
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
離
婚
等
に
よ
り
新
た
に
児
童
手
当
受
給
者
な
っ
た
者

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
エ
ア
コ
ン
購
入
費
助
成
金

経
済
的
な
事
情
に
よ
り
エ
ア
コ
ン
を
設
置
で
き
な
い
世
帯
に
対
し
、
エ
ア
コ
ン
購
入
費
等

を
支
給
し
ま
す
。

〇
対
象
世
帯

船
橋
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
令
和
７
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
も
し

く
は
均
等
割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
ま
た
は
生
活
保
護
受
給
中
で
生
活
保
護
制
度
で
支
給
対

象
と
な
ら
な
い
世
帯
の
う
ち
、
自
宅
に
冷
房
機
能
を
使
用
で
き
る
エ
ア
コ
ン
が
１
台
も
無
い

世
帯

〇
対
象
経
費

エ
ア
コ
ン
本
体
購
入
費
、
配
送
費
、
設
置
工
事
費
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

〇
助
成
額

対
象
経
費
の
実
支
出
額
ま
た
は
10
万
円
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
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予算決算

予
算
決
算
委
員
会

会
派
名

議
員
名

議
案
第
１
号

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

議

案

質

疑

委
員
会
の
報
告

会
派
名

議
員
名

議案質疑掲載

委員会の報告掲載

会
派
名

議
員
名

会
派
名

議
員
名

議案質疑掲載

議案質疑掲載議案質疑掲載
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